
 

 

 

受理年月日 令 和 ３ 年 ６ 月 2 1日 所管委員会 総務財政委員会 

番   号 ３ 年  陳 情  第 １１ 号 

件   名 
 辺野古新基地建設の中止と普天間基地の移転について国民的議論を行い、公正かつ民主

的に解決することを求める意見書議決について 

陳 情 者 

 沖縄県那覇市おもろまち四丁目 17－11 

 「新しい提案」実行委員会 

 責任者 安里 長従 

分 割 送 付       なし 

要   旨 

辺野古新基地建設の問題は、憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下

の平等、差別の禁止の各理念からして看過することができない重大な問題である。 

2019年２月、沖縄県による辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票で、投

票総数の７割以上が反対の意思を示した。日本が真に民主主義国家であるならば、沖縄の

人たちが直接民意を示したその結果が尊重され、状況は改善されているはずだが、県民投

票から２年が経過したにもかかわらず、名護市辺野古において、現在もなお工事が強行さ

れ、さらには、埋立てに沖縄戦戦没者の遺骨が残る沖縄島南部から採取した土砂を使用す

ることが予定されていることに、沖縄県議会や県内市町村議会をはじめ、多くの県民が抗

議を行っている。 

政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行し

ているが、普天間基地の返還は、もとより県民の長きにわたる一致した願いであり、仮に

日米安全保障条約に基づいて米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、沖縄の米軍

基地の過重な負担を軽減するため沖縄県内への新たな基地建設を許すべきでなく、工事は

中止すべきである。 

安全保障の議論は日本全体の問題である。すなわち、普天間基地の代替施設が国内に必

要か否かは当事者意識を持った国民的議論により決すべきであり、最終的には国権の最高

機関たる国会で、国が最終的に責任を負う法整備等の仕組みの中で行うべきである。その

中で、普天間基地の代替施設が国内に必要という結論になるのであれば、憲法第41条、第

92条、第95条等の規定に基づき、公正かつ民主的に解決することが求められる。 

よって、以下の事項について、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院、参議院

に対し意見書を提出するよう陳情する。 

 

１．沖縄での県民投票で示された民意に反する辺野古新基地建設工事を中止し、普天間

基地を運用停止にすること。また、沖縄戦戦没者の遺骨の残る沖縄島南部から採取し

た土砂を埋立てに使用することは戦没者の遺骨の尊厳を損なうため認めないこと。 

２．普天間基地の代替施設が国内に必要か否か、当事者意識を持った国民的議論を行い、最

終的には国権の最高機関たる国会で沖縄の米軍基地の負担軽減を国が責任を持って行う

法整備等の仕組みの中で解決すること。 

３．普天間基地の代替施設が国内に必要という結論になるのであれば、沖縄以外の全国

の全ての自治体をひとしく候補地とし、憲法の規定に基づき、沖縄以外でも一地域へ

の一方的な押しつけとならないよう、公正かつ民主的な手続により決定すること。 

   

 












